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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成28年６月28日に提出いたしました当社の第159期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）の有価証券

報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出

するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第２　事業の状況

４　事業等のリスク

(1）業界に関連する法的規則

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】

４【事業等のリスク】

 (1）業界に関連する法的規則

　　（訂正前）

　　　物流事業を行う当社グループには、倉庫業法、港湾運送事業法、通関業法、貨物利用運送事業法等に関する法令

の規制を受けております。これらの関係法令は、社会情勢の変化に応じて規制緩和の方向へ改正がなされつつあ

り、今後は新規参入により、企業間競争が激しさを増すことが予想されます。

 

　　（訂正後）

　当社の主要な事業活動である倉庫業は、寄託を受けて顧客の物品を倉庫で保管する受託事業で、物流の中核とな

る業種であり、倉庫業者として「倉庫業法」の規制を受けております。

　当社では「倉庫業法」に基づき、国土交通大臣より「倉庫業」の登録を受けております。当該登録には期限の定

めはありませんが、倉庫業法及び倉庫業法に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき

及び営業に関し不正な行為をしたときなどは営業の停止を命じられまたは登録が取り消される可能性があります。

　本書提出日現在、当社グループには登録の取消し事由に該当する事実はないものと認識しておりますが、将来何

らかの理由により、登録の取消し等の事態が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を

及ぼす可能性があります。

　なお、当社グループの重要な事業活動にかかる主な許認可は以下のとおりであります。

許認可等の名称 所轄官庁等 許認可等の内容 有効期限

倉庫業 国土交通省 倉庫業法 なし

　また、物流事業を行う当社グループには、倉庫業法以外にも、港湾運送事業法、通関業法、貨物利用運送事業法

等に関する法令の規制を受けております。これらの当社グループの事業に関わる法令等による規制の改廃や新設が

行われた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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